
－1－ 

2 0 2 3 年 ２ 月 2 4 日 

九州電力送配電株式会社 

 

消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書 

 

当社は，この度，電気事業法第 21 条第１項の規定に基づき届出を行なった離島等供給約

款[低圧用]（2023 年４月１日実施）において，消費税等相当額を含んだ料金率等を変更す

ることといたしましたので，電気事業法施行規則第 36 条の規定に基づき消費税等相当額並

びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出いたします。 

なお，請求の方法については，従前のとおりでございます。 

また，Ⅲ（契約種別および料金）に定める料金率，附則３（公衆街路灯のお客さまについ

ての特別措置）に定める料金率，附則６（時間帯別電灯のお客さまについての特別措置）に定

める料金率，附則７（ピークシフト電灯のお客さまについての特別措置）に定める料金率，

附則８（深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める料金率，附則９（第２深夜電

力のお客さまについての特別措置）に定める料金率，附則 10（第２深夜電力のお客さまの

５時間供給についての特別措置)に定める料金率及び附則 11（低圧蓄熱調整契約のお客さ

まについての特別措置）に定める料金率に含まれる消費税等相当額の端数処理については

小数点以下第３位で，附則８（深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める基準単

価及び離島基準単価に含まれる消費税等相当額の端数処理については小数点以下第４位で

四捨五入しております。 

 

(１) Ⅲ（契約種別および料金）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

定額電灯   

需要家料金   

１契約につき 55.00 5.00 

電灯料金   

10ワットまでの１灯につき 97.40 8.85 

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 149.73 13.61 

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 256.54 23.32 

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 362.25 32.93 

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 574.79 52.25 

100ワットをこえる１灯につき100ワットまでごとに 574.79 52.25 

小型機器料金   

50ボルトアンペアまでの１機器につき 256.94 23.36 
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区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 

１機器につき 
391.78 35.62 

100ボルトアンペアをこえる１機器につき50ボルト

アンペアまでごとに 
196.44 17.86 

従量電灯Ａ   

最低料金   

１契約につき最初の12キロワット時まで 334.26 30.39 

電力量料金   

上記をこえる１キロワット時につき 18.28 1.66 

従量電灯Ｂ   

基本料金   

契約電流10アンペア 316.24 28.75 

契約電流15アンペア 474.36 43.12 

契約電流20アンペア 632.48 57.50 

契約電流30アンペア 948.72 86.25 

契約電流40アンペア 1,264.96 115.00 

契約電流50アンペア 1,581.20 143.75 

契約電流60アンペア 1,897.44 172.49 

電力量料金   

最初の120キロワット時までの１キロワット時に 

つき 
18.28 1.66 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの 

１キロワット時につき 
23.88 2.17 

300キロワット時をこえる１キロワット時につき 26.88 2.44 

最低月額料金   

１契約につき 334.26 30.39 

従量電灯Ｃ   

基本料金   

契約容量１キロボルトアンペアにつき 316.24 28.75 

電力量料金   

最初の120キロワット時までの１キロワット時に 

つき 
18.28 1.66 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの 

１キロワット時につき 
23.88 2.17 

300キロワット時をこえる１キロワット時につき 26.88 2.44 
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区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

季時別電灯   

基本料金   

契約容量が６キロボルトアンペア以下の場合   

１契約につき 1,325.44 120.49 

契約容量が６キロボルトアンペアをこえる場合   

１契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 1,842.40 167.49 

上記をこえる１キロボルトアンペアにつき 316.24 28.75 

電力量料金   

デイタイム   

１キロワット時につき   

夏季料金 35.51 3.23 

その他季料金 29.65 2.70 

リビングタイム   

１キロワット時につき 23.97 2.18 

ナイトタイム   

１キロワット時につき 13.16 1.20 

高負荷率型電灯   

基本料金   

１契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 11,192.40 1,017.49 

上記をこえる１キロボルトアンペアにつき 1,119.24 101.75 

電力量料金   

昼間時間   

１キロワット時につき   

夏季料金 26.36 2.40 

その他季料金 23.65 2.15 

夜間時間   

１キロワット時につき 11.76 1.07 

臨時電灯Ａ   

１日につき   

総容量が50ボルトアンペアまでの場合 7.37 0.67 

総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペ

アまでの場合 
14.73 1.34 

総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアン

ペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに 
14.73 1.34 

総容量が500ボルトアンペアをこえ１キロボルトア

ンペアまでの場合 
147.29 13.39 

総容量が１キロボルトアンペアをこえ３キロボル

トアンペアまでの場合１キロボルトアンペアまで

ごとに 

147.29 13.39 
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区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

臨時電灯Ｂ   

基本料金   

契約電流10アンペアにつき 351.16 31.92 

電力量料金   

１キロワット時につき 28.58 2.60 

臨時電灯Ｃ   

基本料金   

契約容量１キロボルトアンペアにつき 351.16 31.92 

電力量料金   

１キロワット時につき 28.58 2.60 

公衆街路灯Ａ   

需要家料金   

１契約につき 49.50 4.50 

電灯料金   

10ワットまでの１灯につき 89.70 8.15 

10ワットをこえ20ワットまでの１灯につき 137.63 12.51 

20ワットをこえ40ワットまでの１灯につき 233.44 21.22 

40ワットをこえ60ワットまでの１灯につき 330.35 30.03 

60ワットをこえ100ワットまでの１灯につき 521.99 47.45 

100ワットをこえる１灯につき100ワットまでごとに 521.99 47.45 

小型機器料金   

50ボルトアンペアまでの１機器につき 232.74 21.16 

50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの

１機器につき 
356.58 32.42 

100ボルトアンペアをこえる１機器につき50ボルト

アンペアまでごとに 
178.84 16.26 

公衆街路灯Ｂ   

基本料金   

契約容量１キロボルトアンペアにつき 288.74 26.25 

電力量料金   

１キロワット時につき 17.57 1.60 

最低月額料金   

１契約につき 322.97 29.36 
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区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

低圧電力   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,023.23 93.02 

電力量料金   

１キロワット時につき   

夏季料金 17.27 1.57 

その他季料金 15.58 1.42 

低圧季時別電力   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,331.33 121.03 

電力量料金   

昼間時間   

１キロワット時につき   

夏季料金 16.76 1.52 

その他季料金 14.66 1.33 

夜間時間   

１キロワット時につき 11.03 1.00 

臨時電力   

定額制供給の場合   

契約電力１キロワット１日につき 204.78 18.62 

 従量制供給の場合   

  電力量料金   

   １キロワット時につき   

    夏季料金 20.72 1.88 

その他季料金 18.69 1.70 

農事用電力Ａ（かんがい排水需要）   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 682.29 62.03 

電力量料金   

１キロワット時につき   

夏季料金 12.65 1.15 

その他季料金 11.57 1.05 
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区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

農事用電力Ｂ（脱穀調整需要）   

定額制供給の場合   

毎年最初の30日まで   

契約電力0.5キロワット 3,803.03 345.73 

契約電力１キロワット 5,417.09 492.46 

契約電力２キロワット 8,644.88 785.90 

契約電力３キロワット 11,872.97 1,079.36 

契約電力４キロワット 15,101.06 1,372.82 

契約電力５キロワット 18,328.85 1,666.26 

30日をこえる１日につき   

契約電力0.5キロワット 30.70 2.79 

契約電力１キロワット 61.40 5.58 

契約電力２キロワット 122.80 11.16 

契約電力３キロワット 184.20 16.75 

契約電力４キロワット 245.60 22.33 

契約電力５キロワット 307.00 27.91 

従量制供給の場合   

電力量料金   

 １キロワット時につき   

  夏季料金 18.96 1.72 

  その他季料金 17.12 1.56 

深夜電力（防霜用）   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 225.26 20.48 

電力量料金   

１キロワット時につき 9.66 0.88 

口座振替割引契約   

口座振替割引額   

１契約につき 55.00 5.00 
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(２)  附則３（公衆街路灯のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

最低料金   

１契約につき最初の12キロワット時まで 322.97 29.36 

電力量料金   

上記をこえる１キロワット時につき 17.57 1.60 

 

(３)  附則６（時間帯別電灯のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

基本料金   

契約容量が６キロボルトアンペア以下の場合   

１契約につき 1,325.44 120.49 

契約容量が６キロボルトアンペアをこえる場合   

１契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 1,842.40 167.49 

上記をこえる１キロボルトアンペアにつき 316.24 28.75 

電力量料金   

昼間時間   

最初の80キロワット時までの１キロワット時につき 22.25 2.02 

80キロワット時をこえ200キロワット時までの１キ

ロワット時につき 
29.61 2.69 

200キロワット時をこえる１キロワット時につき 33.55 3.05 

夜間時間   

１キロワット時につき 13.16 1.20 

 

(４) 附則７（ピークシフト電灯のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

基本料金   

契約容量が６キロボルトアンペア以下の場合   

１契約につき 1,325.44 120.49 

契約容量が６キロボルトアンペアをこえる場合   

１契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 1,842.40 167.49 

上記をこえる１キロボルトアンペアにつき 316.24 28.75 
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区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

電力量料金   

ピーク時間   

１キロワット時につき 45.74 4.16 

昼間時間   

最初の80キロワット時までの１キロワット時につき 21.29 1.94 

80キロワット時をこえ200キロワット時までの１キ

ロワット時につき 
28.33 2.58 

200キロワット時をこえる１キロワット時につき 32.10 2.92 

夜間時間   

１キロワット時につき 13.16 1.20 

 

(５) 附則８（深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

深夜電力Ａ   

１契約につき 1,433.65 130.33 

深夜電力Ｂ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 230.38 20.94 

電力量料金   

１キロワット時につき 13.10 1.19 

 

(６) 附則８（深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める基準単価 
 

区分および単位 基 準 単 価 消費税等相当額 

 円 銭 厘 円 銭 厘 

深夜電力Ａ   

１契約につき 13.640 1.240 

 

(７) 附則８（深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める離島基準単価 
 

区分および単位 離島基準単価 消費税等相当額 

 円 銭 厘 円 銭 厘 

深夜電力Ａ   

１契約につき 0.330 0.030 
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(８) 附則９（第２深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 290.88 26.44 

電力量料金   

１キロワット時につき 13.10 1.19 

 

(９) 附則10（第２深夜電力のお客さまの５時間供給についての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 213.88 19.44 

電力量料金   

１キロワット時につき 13.10 1.19 

 

(10) 附則11（低圧蓄熱調整契約のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

蓄熱単価   

蓄熱電力量１キロワット時につき 8.12 0.74 

割引単価   

契約調整電力１キロワット１時間につき 660.00 60.00 
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2 0 2 3 年 ２ 月 2 4 日 

九州電力送配電株式会社 

 

消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書 

 

当社は，この度，電気事業法第 21 条第１項の規定に基づき届出を行なった離島等供給約

款[高圧・特別高圧用]（2023 年４月１日実施）において，消費税等相当額を含んだ料金率

を変更することといたしましたので，電気事業法施行規則第 36 条の規定に基づき消費税等

相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出いたします。 

なお，請求の方法については，従前のとおりでございます。 

また，Ⅲ（契約種別および料金）に定める料金率，附則３（負荷率別契約のお客さまに

ついての特別措置）に定める料金率，附則４（深夜電力のお客さまについての特別措置）

に定める料金率及び附則５（第２深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める料金

率に含まれる消費税等相当額の端数処理については小数点以下第３位で四捨五入しており

ます。 

 

(１) Ⅲ（契約種別および料金）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

業務用電力   

業務用電力Ａ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,142.78 194.80 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,983.55 180.32 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,917.55 174.32 

業務用季時別電力Ａ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,142.78 194.80 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,983.55 180.32 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,917.55 174.32 

業務用休日エコノミー電力Ａ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,142.78 194.80 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,983.55 180.32 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,917.55 174.32 
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区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

業務用電力Ａ   

電力量料金   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.37 1.22 

その他季料金 12.44 1.13 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.05 1.10 

その他季料金 11.22 1.02 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 11.94 1.09 

その他季料金 11.12 1.01 

業務用季時別電力Ａ   

電力量料金   

ピーク時間   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 17.26 1.57 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 15.43 1.40 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 15.28 1.39 

昼間時間   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.79 1.34 

その他季料金 13.84 1.26 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.24 1.20 

その他季料金 12.39 1.13 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.11 1.19 

その他季料金 12.29 1.12 

夜間時間   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 9.59 0.87 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 8.80 0.80 
 



－3－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 8.72 0.79 

業務用休日エコノミー電力Ａ   

電力量料金   

休日   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 10.67 0.97 

その他季料金 9.98 0.91 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 9.64 0.88 

その他季料金 9.03 0.82 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 9.53 0.87 

その他季料金 8.93 0.81 

平日   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.49 1.32 

その他季料金 13.47 1.22 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.08 1.19 

その他季料金 12.15 1.10 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.97 1.18 

その他季料金 12.04 1.09 

業務用電力Ⅰ   

業務用電力Ａ－Ⅰ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,416.78 128.80 

業務用季時別電力Ａ－Ⅰ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,416.78 128.80 

 

 



－4－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

業務用休日エコノミー電力Ａ－Ⅰ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,416.78 128.80 

業務用電力Ａ－Ⅰ   

電力量料金   

１キロワット時につき   

夏季料金 18.98 1.73 

その他季料金 17.53 1.59 

業務用季時別電力Ａ－Ⅰ   

電力量料金   

ピーク時間   

１キロワット時につき 26.77 2.43 

昼間時間   

１キロワット時につき   

夏季料金 22.67 2.06 

その他季料金 21.64 1.97 

夜間時間   

１キロワット時につき 9.59 0.87 

業務用休日エコノミー電力Ａ－Ⅰ   

電力量料金   

休日   

１キロワット時につき   

夏季料金 13.25 1.20 

その他季料金 12.32 1.12 

平日   

１キロワット時につき   

夏季料金 21.38 1.94 

その他季料金 19.72 1.79 

 

 

 

 

 

 

 



－5－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

産業用電力   

産業用電力Ａ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,142.78 194.80 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,983.55 180.32 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,917.55 174.32 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 1,851.55 168.32 

産業用季時別電力Ａ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,142.78 194.80 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,983.55 180.32 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,917.55 174.32 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 1,851.55 168.32 

産業用電力Ａ   

電力量料金   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.89 1.17 

その他季料金 12.00 1.09 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 11.66 1.06 

その他季料金 10.85 0.99 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 11.55 1.05 

その他季料金 10.76 0.98 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 11.45 1.04 

その他季料金 10.66 0.97 
 

 

 

 

 



－6－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

産業用季時別電力Ａ   

電力量料金   

ピーク時間   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 17.26 1.57 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 15.43 1.40 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 15.28 1.39 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 15.14 1.38 

昼間時間   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.79 1.34 

その他季料金 13.84 1.26 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.24 1.20 

その他季料金 12.39 1.13 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.11 1.19 

その他季料金 12.29 1.12 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.99 1.18 

その他季料金 12.18 1.11 

夜間時間   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 9.59 0.87 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 8.80 0.80 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 8.72 0.79 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 8.65 0.79 

産業用電力Ⅰ   

産業用電力Ａ－Ⅰ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,471.78 133.80 

 



－7－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

産業用季時別電力Ａ－Ⅰ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,471.78 133.80 

産業用電力Ａ－Ⅰ   

電力量料金   

１キロワット時につき   

夏季料金 16.38 1.49 

その他季料金 15.16 1.38 

産業用季時別電力Ａ－Ⅰ   

電力量料金   

ピーク時間   

１キロワット時につき 24.18 2.20 

昼間時間   

１キロワット時につき   

夏季料金 20.66 1.88 

その他季料金 19.39 1.76 

夜間時間   

１キロワット時につき 9.59 0.87 

臨時電力   

電力量料金   

業務用電力の適用範囲に該当する場合   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 15.50 1.41 

その他季料金 14.38 1.31 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.92 1.27 

その他季料金 12.93 1.18 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.80 1.25 

その他季料金 12.81 1.16 

 

 

 



－8－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

産業用電力の適用範囲に該当する場合   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.92 1.36 

その他季料金 13.85 1.26 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.46 1.22 

その他季料金 12.49 1.14 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.32 1.21 

その他季料金 12.38 1.13 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.20 1.20 

その他季料金 12.25 1.11 

臨時電力Ⅰ   

電力量料金   

業務用電力の適用範囲に該当する場合   

１キロワット時につき   

夏季料金 22.23 2.02 

その他季料金 20.50 1.86 

産業用電力の適用範囲に該当する場合   

１キロワット時につき   

夏季料金 19.12 1.74 

その他季料金 17.65 1.60 

かんがい排水用電力   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 591.78 53.80 

標準電圧20,000ボルト以上で供給を受ける場合 509.55 46.32 

電力量料金   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 11.41 1.04 

その他季料金 10.66 0.97 
 



－9－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

標準電圧20,000ボルト以上で供給を受ける場合   

夏季料金 11.02 1.00 

その他季料金 10.25 0.93 

自家発補給電力   

業務用自家発補給電力   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,347.38 213.40 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 2,177.15 194.92 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 2,104.55 191.32 

まったく電気の供給を受けない場合   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 723.79 65.80 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 662.88 60.26 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 640.88 58.26 

電力量料金   

定期検査または定期補修による場合   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.39 1.31 

その他季料金 13.37 1.22 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.98 1.18 

その他季料金 12.05 1.10 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.86 1.17 

その他季料金 11.94 1.09 

上記以外の場合   

１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 17.23 1.57 

その他季料金 15.93 1.45 
                             



－10－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 15.51 1.41 

その他季料金 14.37 1.31 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 15.36 1.40 

その他季料金 14.22 1.29 

産業用自家発補給電力   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,347.38 213.40 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 2,177.15 197.92 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 2,104.55 191.32 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 2,031.95 184.72 

まったく電気の供給を受けない場合   

契約電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 498.29 45.30 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 449.48 40.86 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 435.18 39.56 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 420.88 38.26 

電力量料金   

定期検査または定期補修による場合   

契約電力１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 13.87 1.26 

その他季料金 12.89 1.17 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.55 1.14 

その他季料金 11.66 1.06 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.41 1.13 

その他季料金 11.55 1.05 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 12.30 1.12 

その他季料金 11.45 1.04 
 



－11－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

上記以外の場合   

契約電力１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 16.55 1.50 

その他季料金 15.33 1.39 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.97 1.36 

その他季料金 13.86 1.26 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.82 1.35 

その他季料金 13.73 1.25 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合   

夏季料金 14.65 1.33 

その他季料金 13.59 1.24 

自家発補給電力Ⅰ   

業務用自家発補給電力Ⅰ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,548.78 140.80 

まったく電気の供給を受けない場合   

契約電力１キロワットにつき 483.99 44.00 

電力量料金   

定期検査または定期補修による場合   

１キロワット時につき   

夏季料金 20.56 1.87 

その他季料金 18.98 1.73 

上記以外の場合   

１キロワット時につき   

夏季料金 24.92 2.27 

その他季料金 22.93 2.08 

産業用自家発補給電力Ⅰ   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 1,609.28 146.30 

まったく電気の供給を受けない場合   

契約電力１キロワットにつき 350.89 31.90 
 



－12－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

電力量料金   

定期検査または定期補修による場合   

１キロワット時につき   

夏季料金 17.71 1.61 

その他季料金 16.38 1.49 

上記以外の場合   

１キロワット時につき   

夏季料金 21.34 1.94 

その他季料金 19.69 1.79 

予備電力   

基本料金   

契約電力１キロワットにつき   

高圧で常時供給を受ける場合   

予備線 84.66 7.70 

予備電源 109.00 9.91 

特別高圧で常時供給を受ける場合   

予備線 67.00 6.09 

予備電源 107.50 9.77 

蓄熱・電化契約   

蓄熱調整契約   

蓄熱単価   

蓄熱電力量１キロワット時につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 7.84 0.71 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 7.31 0.66 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 7.26 0.66 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 7.20 0.65 

自動制御装置等によりピーク時に集中放熱を行な

う蓄熱式空調システムに対する取扱い 
  

割引単価   

契約調整電力１キロワット１時間につき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 1,067.00 97.00 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,039.50 94.50 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,012.00 92.00 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 984.50 89.50 

 



－13－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する

場合の取扱い 
  

割引単価   

業務用電力の契約種別，産業用電力の契約種別

の場合 
  

蓄熱ピークシフト電力１キロワットにつき   

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 1,821.36 165.58 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,686.02 153.27 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,629.92 148.17 

標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 1,573.82 143.07 

業務用電力Ⅰの契約種別の場合   

蓄熱ピークシフト電力１キロワットにつき 1,204.26 109.48 

産業用電力Ⅰの契約種別の場合   

蓄熱ピークシフト電力１キロワットにつき 1,251.01 113.73 

電化厨房契約   

割引単価   

電化厨房電力量１キロワット時につき 3.30 0.30 

オール電化割引   

オール電化割引上限額   

１契約につき 550,000.00 50,000.00 

電化空調割引   

割引単価   

電化空調電力量１キロワット時につき 3.30 0.30 

 

(２) 附則３（負荷率別契約のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 2,142.78 194.80 

電力量料金   

１キロワット時につき   

算定対象基準電力１キロワット当たりの使用時間数   

最初の100時間まで   

夏季料金 13.91 1.26 

その他季料金 12.92 1.17 

 



－14－ 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

100時間をこえ200時間まで   

夏季料金 12.79 1.16 

その他季料金 11.90 1.08 

200時間をこえ300時間まで   

夏季料金 12.06 1.10 

その他季料金 11.25 1.02 

300時間をこえ400時間まで   

夏季料金 11.67 1.06 

その他季料金 10.89 0.99 

400時間をこえる部分   

夏季料金 11.54 1.05 

その他季料金 10.77 0.98 

 

(３) 附則４（深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 181.50 16.50 

電力量料金   

１キロワット時につき 9.15 0.83 

 

(４) 附則５（第２深夜電力のお客さまについての特別措置）に定める料金率 

区分および単位 料 金 率 消費税等相当額 

 円 銭 円 銭 

基本料金   

契約電力１キロワットにつき 231.00 21.00 

電力量料金   

１キロワット時につき 10.47 0.95 

 


